
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０４７．一括特例申告事項登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 内   容 

ＴＫＡ０１ 一括特例申告事項登録 

 

 



 

１．業務概要 

複数の輸入（引取）許可時（特例委託輸入（引取）許可時を含む。）の情報に対して一括して特例申告を

行う場合に、「一括特例申告（ＴＫＣ０１）」業務に先立ち、特例申告事項を登録または訂正する。 

本業務は、「一括特例申告事項呼出し（ＴＫＢ０１）」業務により呼び出した後に行う必要がある。 

呼び出した輸入（引取）許可時の情報を特例申告の対象としない場合は、特例申告事項の登録を行った当

日に限り、本業務で対象外の旨を入力することで、対象から外すことができる。 

本業務は、税関の開庁時間にかかわらず行うことができる。 

登録した特例申告事項は、ＴＫＣ０１業務までの間任意に訂正できる。 

 

２．入力者 

通関業 

 

３．制限事項 

（１）入力欄数は５０欄以下であること。 

（２）内国消費税等（地方消費税及び特殊関税を含む）の種類が６種類以下であること。 

なお、特殊関税とは、以下、不当廉売関税、緊急関税、報復関税、相殺関税及び対抗関税のことをい

う。 

（３）算出された課税価格、関税課税標準額及び内国消費税等課税標準額は１３桁以下であること。 

（４）算出された関税額及び内国消費税等税額は１１桁以下であること。 

（５）入力された按分係数の合計が１８桁（小数点を含む。）以下であること。 

（６）システム換算後の入力された数量は１４桁（小数点を含む。）以下、かつ、１億トン未満または１億キ

ロリットル未満であること。 

（７）従量税率に係る課税標準数量は課税標準単位に換算後１２桁（小数点を含む。）以下であること。 

（８）統計数量への換算を要する品目である場合は、換算後の統計数量は１４桁以下であること。 

（９）豚肉等の差額関税を適用する場合は、課税標準数量は１２桁以下、かつ、１０００トン未満であること。 

（10）一括して特例申告する輸入（引取）申告（特例委託輸入（引取）申告を含む。）の件数は、５０件以下

であること。 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②一括して特例申告するすべての輸入（引取）申告について、申告等種別が「Ｎ」または「Ｐ」の場

合は、輸入申告ＤＢに登録されている申告者と同一であること。 

③特例申告あて先官署は入力者の営業区域内であること。 

④特例申告事項訂正の場合は、輸入申告ＤＢに登録されている事項登録を行った入力者と同一である

こと。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 
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（３）輸入申告ＤＢチェック 

（Ａ）特例申告に係る輸入申告ＤＢチェック 

「一括特例申告番号」欄に入力がある場合は、以下のチェックを行う。 

①入力された一括特例申告番号が輸入申告ＤＢに存在すること。 

②「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務によりシステムに登録された情報であること。 

③特例申告がされていないこと。 

④特例申告期限日を過ぎていないこと。 

⑤特例申告手作業移行の登録が行われていないこと。 

（Ｂ）輸入（引取）申告に係る輸入申告ＤＢチェック 

「輸入（引取）申告番号」欄に入力された輸入（引取）申告番号単位に以下のチェックを行う。 

①入力された輸入（引取）申告番号が輸入申告ＤＢに存在すること。 

②特例申告がされていないこと。 

③輸入（引取）許可されていること。 

④特例申告期限日を過ぎていないこと。 

⑤特例申告手作業移行の登録が行われていないこと。 

⑥管理方式がシーリング方式の特恵税率（特別特恵税率を除く。）または管理方式が特殊なシーリン

グ方式の自由貿易協定に基づく税率が適用された欄が含まれないこと。 

（Ｃ）輸入（引取）申告に係る同一チェック 

「輸入（引取）申告番号」欄に入力された輸入（引取）申告番号について、輸入申告ＤＢに登録さ

れている以下の項目が、すべて同一であること。 

また、輸入者コードの先頭８桁は、「輸入者コード」欄に入力された輸入者コードの先頭８桁と同

一であること。 

①輸入者コードの先頭８桁 

②あて先税関 

③都道府県コード 

④輸入（引取）許可年月 

     ⑤申告等種別コード（「Ｈ」と「Ｊ」、「Ｎ」と「Ｐ」の組み合わせは同一とみなす。） 

（４）特別緊急関税対象品目関連チェック 

入力された品目コードが特別緊急関税対象の品目でないこと。 

（５）輸出入者関連チェック 

「輸入者コード」欄に入力された輸入者コードで以下のチェックを行う。 

（Ａ）輸入者コードが国内用輸出入者ＤＢに存在すること。 

（Ｂ）たばこ特定販売業者チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「輸出入者関連チェック」の「たばこ特定販売業者チェック」

を参照。 

（６）原産地関連チェック 

（Ａ）「原産地コード」欄に入力されたコードに対応する原産地がシステムに登録されていること。 

（Ｂ）「原産地証明書識別」欄に特恵用の原産地証明書識別コードの入力がある場合は、チェック対象日＊

１において特恵税率が適用可能な原産地の入力であること。 

（＊１）輸入申告ＤＢに登録されている輸入（引取）申告日（以下、「チェック対象日」という。） 

のこと。ここではチェック対象日に、繰り返し１回目の申告等番号の輸入（引取）申告日を

用いる。 
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（７）特恵例外関連チェック 

「原産地コード」欄及び「原産地証明書識別」欄に特恵税率が適用可能な原産地及び原産地証明書に

対応するコードの入力があり、かつ、「原産地コード」欄及び「品目コード」欄に入力された原産地

及び品目コードが特恵例外ＤＢに登録されている場合は、チェック対象日＊１が特恵停止期間内でない

こと。 

（８）輸入品目関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「輸入品目関連チェック」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」の

場合を参照。 

（９）関税減免税関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「関税減免税関連チェック」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」

の場合を参照。 

（10）内国消費税等種別関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「内国消費税等種別関連チェック」を参照。 

（11）内国消費税等減免税関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「内国消費税等減免税関連チェック」の申告等種別が「Ｔ」また

は「Ｖ」の場合を参照。 

（12）口座関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「口座関連チェック」を参照。 

（13）担保関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「担保関連チェック」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」の場合

を参照。 

（14）特恵税率使用可否チェック 

特恵税率（特別特恵税率を除く。）が適用される場合は、特恵税率の管理方式がエスケープ・クロ

ーズ方式であること（シーリング方式でないこと）。 

（15）特殊関税適用品目関連チェック 

ＩＤＡ０１業務の入力条件における「特殊関税適用品目関連チェック」を参照。 

（16）自由貿易協定チェック 

（Ａ）自由貿易協定適用可能原産地チェック 

「原産地証明書識別」欄に自由貿易協定用の原産地証明書識別コードの入力がある場合は、以下

のチェックを行う。 

ただし、自由貿易協定に基づく税率の管理方式が特殊なシーリング方式の場合で、最初蔵入等承

認年月日における税率を適用する場合は、チェックを行わない。 

①自由貿易協定（バイ協定）用の原産地証明書識別コードの入力がある場合は、「原産地コード」欄

に自由貿易協定（バイ協定）の適用可能な原産地の入力であること。 

②自由貿易協定（マルチ協定）用の原産地証明書識別コードの入力がある場合は、「原産地コード」

欄に自由貿易協定（マルチ協定）の適用可能な原産地の入力であること。 

（Ｂ）少額扱いの自由貿易協定の価格チェック 

①「原産地証明書識別」欄に少額扱いの自由貿易協定（バイ協定）の旨のコードが入力されている

場合は、原産地ごとに自由貿易協定（バイ協定）が適用された課税価格の合計が適用条件の範囲

内であること。 

②「原産地証明書識別」欄に少額扱いの自由貿易協定（マルチ協定）の旨のコードが入力されてい

る場合は、原産地ごとに自由貿易協定（マルチ協定）が適用された課税価格の合計が適用条件の

範囲内であること。 
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（Ｃ）原産地証明書識別チェック 

「原産地証明書識別」欄に「税関長が物品の種類または形状によりその原産地が明らかであると

認めた物品で自由貿易協定に基づく原産地証明書の提出を省略する場合」に対応するコードの入力

がある場合は、システムの自由貿易協定用の原産地証明書が不要である旨の登録がされていること。 

（Ｄ）自由貿易協定関税割当品目チェック 

①入力された品目コードが自由貿易協定関税割当品目である旨の登録がされている場合は、「原産

地証明書識別」欄に「自由貿易協定関税割当品目で自由貿易協定関税割当証明書がある場合」に

対応するコードの入力があること。 

②入力された品目コードが自由貿易協定関税割当品目である旨の登録がされていない場合は、「原

産地証明書識別」欄に「自由貿易協定関税割当品目で自由貿易協定関税割当証明書がある場合」

に対応するコードの入力がないこと。 

（Ｅ）自由貿易協定に基づく税率の使用可否チェック 

自由貿易協定に基づく税率が適用される場合は、自由貿易協定に基づく税率の管理方式が特殊なシ

ーリング方式でないこと。 

（17）その他のチェック 

①特例申告あて先官署は、輸入申告等受付官署であること。 

②１欄目から順次入力され途中に入力されていない欄がないこと。 

③「課税価格按分係数合計」欄に入力がある場合は、入力された値は「課税価格按分係数」欄に入力

された按分係数の合計より大きいか等しいこと。 

④特例申告の対象となる輸入（引取）申告が１件以上存在すること。 

⑤「納期限延長コード」欄に「Ｔ」または「Ｆ」が入力された場合は、「内国消費税等種別コード」

欄に酒税またはたばこ税及びたばこ特別税に係るコードが入力されていないこと。 
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５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００－

００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設

定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）あて先官署及び特例申告あて先官署決定処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「あて先官署及び特例申告あて先官署決定処理」を参照。 

（３）課税価格算出処理 

  （Ａ）課税価格合計の算出 

「課税価格合計」欄に入力された金額を課税価格合計とする。 

  （Ｂ）欄単位の課税価格の算出 

   （ａ）「課税価格」欄に手計算により算出した課税価格が入力された場合 

       「課税価格」欄に入力された金額を課税価格とする。 

   （ｂ）「課税価格按分係数」欄に按分係数の入力がある場合 

 「課税価格合計」欄に入力された金額×入力された課税価格按分係数 

                 課税価格按分係数合計＊２ 
を課税価格とする。 

（＊２）課税価格按分係数合計は以下により決定する。 

①「課税価格按分係数合計」欄に入力がない場合は、課税価格按分係数が入力された

欄の按分係数の合計とする。 

②「課税価格按分係数合計」欄に入力がある場合は、「課税価格按分係数合計」欄に

入力された課税価格按分係数合計とする。 

（ｃ）「課税価格按分係数」欄及び「課税価格」欄に入力がない場合（欄数が１欄の場合に限る。） 

算出した課税価格合計を課税価格とする。 

  （Ｃ）端数処理 

発生した円位未満は、計算の都度切り捨てる。 

（４）関税課税標準数量換算処理 

  （Ａ）換算処理 

     ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税課税標準数量換算処理」の「換算処理」を参照。 

  （Ｂ）端数処理 

   （ａ）酒税、揮発油税・地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税が課税される場合 

    酒税…………………………１０ミリリットル位未満切り捨て 

  揮発油税・地方揮発油税…リットル位未満切り捨て 

  石油ガス税…………………キログラム位未満切り捨て 

      石油石炭税…………………リットル位またはキログラム位未満切り捨て（ただし、重量・容量相互

の換算は行わない。） 

（ｂ）酒税、揮発油税・地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税以外の内国消費税が課税される場合 

      ①関税率が円以上２桁までの場合は、関税課税標準数量の整数位までとし、それ未満は切り捨てる。 

（例）   （税率）        （数量） 

３．３６円／ＫＧ   ８，５４７．８ＫＧ 

                                ↓ 

８，５４７ＫＧ 
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②関税率が円以上３桁の場合は、関税課税標準数量の小数点以下１位までとし、それ未満は切り

捨てる。 

（例）   （税率）        （数量） 

１１３．２０円／ＫＧ  ４，８５５．７８ＫＧ 

                                ↓ 

４，８５５．７ＫＧ 

③関税率が順次円以上ｎ桁の場合は、関税課税標準数量の小数点以下（ｎ－２）位までとし、そ

れ未満は切り捨てる。 

（５）関税課税標準決定処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税課税標準決定処理」を参照。 

（６）関税率の決定 

「品目コード」欄、「ＮＡＣＣＳ用コード」欄、「原産地コード」欄、「原産地証明書識別」欄に

入力されたコード及び以下の条件により関税率を決定する。 

なお、輸入品目ＤＢに協定・暫定要比較または協定・基本要比較の登録がある場合は、低い関税率

を適用する。 

（ａ）特恵税率の適用 

＜Ａ＞特別特恵税率（無税）は、以下の条件をすべて満たす場合に適用する。 

①「原産地コード」欄に特別特恵受益国に対応するコードの入力があること。 

②「原産地証明書識別」欄に特恵に対応するコードの入力があること。 

③「品目コード」欄に特別特恵制度適用品目の入力があること。 

ただし、チェック対象日＊１において輸入品目ＤＢまたは国ＤＢに特別特恵に係る停止条件

が登録されている場合は、特別特恵税率及び特恵税率以外の税率を適用する。 

また、チェック対象日＊１において、特別特恵受益国及び特別特恵制度適用品目の組み合わ

せにより、特別特恵の除外となっている場合は特別特恵税率以外の税率を適用する。 

＜Ｂ＞特恵税率は、以下の条件をすべて満たす場合に適用する。 

＜ａ＞「原産地コード」欄に特恵受益国に対応するコードの入力があること。 

＜ｂ＞「原産地証明書識別」欄に特恵に対応するコードの入力があること。 

＜ｃ＞「品目コード」欄に特恵制度適用品目の入力があること。 

ただし、チェック対象日＊１が輸入品目ＤＢに登録されている特恵適用期間外である場合は、

特恵税率以外の税率を適用する。 

（ｂ）自由貿易協定（バイ協定）に基づく税率の適用 

自由貿易協定（バイ協定）に基づく税率は、以下の条件をすべて満たす場合に適用する。 

①「原産地コード」欄に、自由貿易協定（バイ協定）に基づく税率の適用国に対応するコードの

入力があること。 

②「原産地証明書識別」欄に自由貿易協定（バイ協定）に対応するコードの入力があること。 

③「品目コード」欄に自由貿易協定（バイ協定）対象品目の入力があり、かつ、適用期間内であ

ること。 

（ｃ）自由貿易協定（マルチ協定）に基づく税率の適用 

自由貿易協定（マルチ協定）に基づく税率は、以下の条件をすべて満たす場合に適用する。 

①「原産地コード」欄に、自由貿易協定（マルチ協定）に基づく税率の適用国に対応するコード

の入力があること。 

②「原産地証明書識別」欄に自由貿易協定（マルチ協定）に対応するコードの入力があること。 

③「品目コード」欄に自由貿易協定（マルチ協定）対象品目の入力があり、かつ、適用期間内で

あること。 
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（ｄ）協定税率の適用 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税率の決定」の「協定税率の適用」を参照。 

   （ｅ）暫定税率の適用 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税率の決定」の「暫定税率の適用」を参照。 

   （ｆ）基本税率の適用 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税率の決定」の「基本税率の適用」を参照。 

（７）差額関税の税率端数処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「差額関税の税率端数処理」を参照。 

（８）関税額の算出 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税額の算出」を参照。 

 （９）関税減免税処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「関税減免税処理」を参照。 

（10）内国消費税等課税標準数量の換算 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「内国消費税等課税標準数量の換算」を参照。 

（11）内国消費税等課税標準決定処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「内国消費税等課税標準決定処理」を参照。 

（12）内国消費税等税額の算出 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「内国消費税等税額の算出」を参照。 

（13）内国消費税等減免税処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「内国消費税等減免税処理」を参照。 

（14）統合処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「統合処理」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」の場合を参照。 

（15）税額合計の算出 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「税額合計の算出」を参照。 

（16）担保額の算出 

（Ａ）再輸出免税の場合 

再輸出免税の場合は、欄単位に担保額の算出を行う。 

（ａ）関税に係る担保額の算出 

「減税または免税がなかったとした場合の関税額」を担保額とする。 

（ｂ）内国消費税等に係る担保額の算出 

＜Ａ＞「内国消費税等種別コード」欄に消費税に対応するコード以外の入力がある場合 

「減税または免税がなかったとした場合の内国消費税等税額」を担保額とする。 

＜Ｂ＞「内国消費税等種別コード」欄に消費税に対応するコードの入力がある場合 

「減税または免税がなかったとした場合の消費税額＋地方消費税額＊３」を担保額とする。 

（＊３）減税または免税がなかったとした場合の消費税額が１００円以上の場合は、地方消費

税額を算出。 

（ｃ）端数処理 

発生した円位未満は、計算の都度切り捨てる。 

（ｄ）担保額合計の算出 

＜Ａ＞関税の担保額の合計 

各欄の関税の担保額を合計し、１００円未満を切り捨てる。 

＜Ｂ＞内国消費税等の担保額の合計 

各欄の内国消費税等の担保額を科目毎に合計し、１００円未満を切り捨てる。 
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（Ｂ）納期限延長の場合 

算出した税額合計を各科目毎の担保額とする。 

（17）統計計上処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「統計計上処理」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」の場合を参

照。 

 （18）代表税番の設定処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「代表税番の設定処理」の申告等種別が「Ｔ」または「Ｖ」の場

合を参照。 

 （19）あて先部門の決定処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「あて先部門の決定処理」を参照。 

 （20）申告等番号の払出し処理 

申告等番号を払い出す。 

ただし、輸入申告等変更事項の訂正の場合は、払い出しを行わない。 

 （21）輸入申告ＤＢ処理 

入力内容を輸入申告ＤＢに登録・更新する。 

（22）一括特例申告管理ＤＢ処理 

入力内容を一括特例申告管理ＤＢに登録・更新する。  

（23）注意喚起メッセージ出力処理 

ＩＤＡ０１業務の処理内容における「注意喚起メッセージ出力処理」を参照。 

（24）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

 

６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

一括特例申告入力控情報＊４ なし 入力者 

（＊４）端末パッケージを利用して印刷した際の帳票レイアウトには、「一括特例申告控情報」の帳票レイ

アウトを用いる。 
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７．特記事項 

（１）納期限延長コードの入力方法について 

特例申告納期限延長または即納の混在の登録を行う場合は、対象とする税科目により以下の入力を行

う。 

その他の内国消費税等＊６

税科目 延長種別 
なし 即納 特例申告納期限延長 

即納   Ｆ＊７

関税等＊５

特例申告納期限延長 Ｔ＊７ Ｅ＊８ Ｔ＊７

（＊５）関税等とは、関税、報復関税、相殺関税、対抗関税、消費税及び地方消費税のことをいう。 

（＊６）内国消費税等とは、上記、関税等以外の内国消費税のことをいう。 

（＊７）税科目の一部に再輸出免税がある場合を含む。 

（＊８）税科目の一部に再輸出免税がある場合または納期限延長の対象となる税科目以外の税科目すべて

が再輸出免税の対象となる場合を含む。 

納期限延長コード 

Ｔ：特例申告納期限延長 

Ｅ：特例申告納期限延長即納混在 

Ｆ：即納特例申告納期限延長混在 

（２）原産地証明書識別の入力方法について 

ＩＤＡ０１業務の特記事項における「原産地証明書識別の入力方法について」の申告等種別が「Ｔ」

または「Ｖ」の場合を参照。 

（３）納付方法識別及び口座番号の入力方法について 

ＩＤＡ０１業務の特記事項における「納付方法識別及び口座番号の入力方法について」を参照。 

（４）端末パッケージソフトを利用する場合は、ＴＫＢ０１業務により呼び出した画面から行う必要がある。 

特例申告の対象とする輸入（引取）許可時の情報を追加 する場合は、ＴＫＢ０１業務により、再度、

呼び出す必要がある。 
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